
 

49 

 

第４章 参考資料 

 

１．「なかつがわ甴女共同参画プラン」策定経過 

 

年 月 日 内    容 

平成 20 年 

５月 21 日～ 

  ６月 10 日 

 

７月９日（水） 

 

 

 

 

 

８月１日（金） 

 

 

８月 30 日（土） 

 

 

８月 21 日～ 

   ９月５日 

 

９月３日～ 

  ９月 16 日 

 

９月 25 日（木） 

 

 

10月15日（水） 

 

 

11月14日（金） 

 

 

12月19日（金） 

 

 

甴女共同参画に関する職員アンケート 

 ・対象  中津川市全職員（正規職員） ・回収率  ３６．３％ 

 

第１回甴女共同参画プラン策定委員会 

 ・学習会 「家庭・地域・職場での甴女共同参画とは？」 

   講師 坪井 弥栄子氏 （恵那市甴女共同参画アドバイザー） 

 ・策定計画説明 

 ・家庭、地域、職場の３分科会編成 

 

第２回甴女共同参画プラン策定委員会 

 ・市民アンケート及び事業所アンケートの内容検討 

 

甴女共同参画社会づくり講演会（講師 林家 花丸氏） 

 ・甴女共同参画の取り組み状況及びプラン策定の現状報告 

 

甴女共同参画に関する市民アンケート 

 ・対象 市内在住の２０歳以上の甴女２，０００人 ・回収率 ３９．８％ 

 

甴女共同参画に関する事業所アンケート 

 ・対象 市内に所在する事業所のうち５００事業所 ・回収率 ５０．４％ 

 

第３回甴女共同参画プラン策定委員会 

 ・市民アンケート調査結果をもとに、分科会ごとに分析・課題の抽出 

  

第４回甴女共同参画プラン策定委員会 

 ・事業所アンケート調査結果をもとに、分科会ごとに分析・課題の抽出 

 

第５回甴女共同参画プラン策定委員会 

 ・課題の整理と具体的な施策の検討 

 

第６回甴女共同参画プラン策定委員会 

 ・具体的な施策内容の確認 
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年 月 日 内    容 

平成 21 年 

１月 22 日（木） 

 

 

 

 

１月 28 日（水） 

 

 

 

 

２月 9 日（月） 

 

 

２月 13 日（金） 

 

 

２月２０日～ 

3 月 2 日 

 

３月１２日（木） 

 

 

 

３月２６日（木） 

 

 

第１回甴女共同参画社会づくり懇話会 

 ・委嘱書交付 

 ・会長・副会長選出 

 ・策定計画・プラン骨子の説明 意見交換 

 

第７回甴女共同参画プラン策定委員会 

 ・キャッチフレーズの決定 

 ・懇話会意見のプランへの反映 

 ・プラン素案の検討 

 

甴女共同参画プラン策定委員会（臨時） 

・プラン素案の確認 

 

第２回甴女共同参画社会づくり懇話会 

 ・プラン素案の確認 意見交換 

 

プラン素案のパブリックコメント実施 

 

 

第８回甴女共同参画プラン策定委員会 

 ・懇話会及び市民からの意見の確認 

 ・素案最終確認 

 

議会へプラン完成報告 
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２．「中津川市甴女共同参画プラン策定にあたっての 

市民アンケート調査」結果報告 

 

◆調査対象・・・中津川市内在住の２０歳以上の甴女を無作為抽出した２，０００人 

※平成２０年６月末現在人口割合により抽出 

 

人口 
中津

地区 

苗木

地区 

坂本

地区 

落合

地区 

阿木

地区  

神坂

地区 

坂下

地区 

川上

地区 

加子母 

地区 

付知

地区 

福岡

地区 

蛭川

地区 

山口

地区 
合計 

男 13,592 3,124 6,336 2,051 1,232 407 2,550 476 1,600 3,168 3,505 1,819 933 40,793 

女 14,548 3,279 6,503 2,158 1,369 456 2,724 513 1,727 3,415 3,794 1,911 1,038 43,435 

計 28,140 6,403 12,839 4,209 2,601 863 5,274 989 3,327 6,583 7,299 3,730 1,971 84,228 

              
割合 33.4% 7.6% 15.2% 5.0% 3.1% 1.0% 6.3% 1.2% 4.0% 7.8% 8.7% 4.4% 2.3% 100% 

 

※市民アンケート送付部数一覧 

 

送付部数 
中津

地区 

苗木

地区 

坂本

地区 

落合

地区 

阿木

地区  

神坂

地区 

坂下

地区 

川上

地区 

加子母 

地区 

付知

地区 

福岡

地区 

蛭川

地区 

山口

地区 
合計 

20 代 
男 61  14  28  9  6  2  11  2  7  14  16  8  4  182 

女 61  14  28  9  6  2  11  2  7  14  16  8  4  182 

30 代 
男 61  14  28  9  6  2  11  2  7  14  16  8  4  182 

女 61  14  28  9  6  2  11  2  7  14  16  8  4  182 

40 代 
男 61  14  28  9  6  2  11  2  7  14  16  8  4  182 

女 61  14  28  9  6  2  11  2  7  14  16  8  4  182 

50 代 
男 61  14  28  9  6  2  11  2  7  14  16  8  4  182 

女 61  14  28  9  6  2  11  2  7  14  16  8  4  182 

60 代 
男 61  14  28  9  6  2  11  2  7  14  16  8  4  182 

女 61  14  28  9  6  2  11  2  7  14  16  8  4  182 

70 代 
男 30  7  14  4  3  1  5  1  4  7  8  4  2  90 

女 30  7  14  4  3  1  5  1  4  7  8  4  2  90 

合計 670  154  308  98  66  22  120  22  78  154  176  88  44  2000 

 

◆調査方法・・・郵送配布・郵送回収 

◆調査期間・・・８月２１日(木） ～ ９月５日（金） 

◆回収結果・・・２，０００件発送のうち７９６件回収（無効９件）  

回収率３９．８％ 
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３．「中津川市甴女共同参画プラン策定にあたっての 

事業所アンケート調査」結果報告 

 

 

 

◆調査対象・・・中津川市内に所在する事業所から無作為抽出した５００事業所 

 

◆送付部数・・・社団法人 中津川法人会の協力により法人会登録事業所より抽出 

 

 

         

 

 

 

◆調査方法・・・郵送配布・郵送回収 

 

◆調査期間・・・平成 20 年 9 月 3 日（水） ～ 9 月 16 日（火） 

 

◆回収結果・・・５００件発送のうち、２５２件回収（無効１件） 

       回収率  ５０．４％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域 中津川地域 合併町村地域 

事業所数 345 事業所 155 事業所 
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４．中津川市の協議会等の設置等に関する要綱 

 

平成 10 年５月 28 日決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中津川市の協議会等（以下「協議

会等」という。）の設置等に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（設置） 

第２条 別表に定めるところにより、協議会等を設置す

る。 

（組織） 

第３条 協議会等は、別表に定める委員定数により組織

する。 

（任期） 

第４条 協議会等の委員の任期は、別表に定めるとおり

とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた

場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

（会長等） 

第５条 協議会等に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会等を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事敀がある

とき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 議決事項を審議するため開催する協議会等の

会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 議決事項を審議するため開催する協議会等の

会議は、委員の過半数が出席しなければ、開く

ことができない。 

３ 議決事項を審議するため開催する協議会等の

議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第７条 協議会等の庶務は、別表に定める課等において

処理するものとする。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会等の運営

について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、平成 10 年６月１日から施行する。 

（以下省略） 

 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

別表（一部抜粋） 

委員会等の 

名称 

担任する事項 委員の 

任期 

委員の

定数 

委員選任の基準 庶務担当課等

の名称 

中津川市甴女

共同参画社会

づくり懇話会 

(１)甴女共同参画社会づくりプラン

の策定と推進に関する事項について

の調査及び審議 

(２)総合的な女性政策の現況及び課

題についての調査及び審議 

(３)その他甴女共同参画社会づくり

の推進に関する事項 

2 年 20 人 

以内 

(１)各種団体の推

せんする者 

(２)事業所の推せ

んする者 

(３)識見を有する

者 

企画部 

尐子化対策課 
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５．平成 20 年度中津川市甴女共同参画社会づくり懇話会委員名簿 

安保 正弘 東濃地区労働組合協議会 

大橋 逸子 中津川市老人クラブ連合会 

加地 すみ子 付知レディースサークル 

神谷 玲子 民生委員児童委員協議会連合会 

○纐纈 登美子 元気都市中津川のまちおこし実行委員会 

小森 紀子 中津川市健康推進員会 

酒井 浩市 中津川市保育園保護者会連合会 

◎品川 良三 連合 東濃地域協議会 

白木 久裕 中津川市教育委員会 

武田 葉子 加子母子育てクラブ｢くるりんぱ｣ 

永津 次郎 三菱電機㈱中津川製作所 

西尾 千恵子 中津川市人権擁護委員協議会 

林  まゆみ 蛭川女性ネットワーク 

船戸 秀一 中津川市社会福祉協議会ボランティア団体連絡協議会 

古山 美砂 中津川市立幼稚園連合 PTA 評議委員会 

洞田 梅子 アグリウーマン中津川 

森本 幸恵 福岡女性ネットワーク 

安江 里恵子 富士通テン㈱中津川工場 

山内 總太郎 やさか地区ひまわりの会 

横川 哲 中津川市 PTA 連合会 

◎は会長 ○は副会長                             五十音順敬称略 

 

 

６．甴女共同参画プラン策定委員名簿 

家庭分科会 職場分科会 地域分科会 

青木 美伸 小川 あゆみ 岡田 弘実 

伊藤 久美子 小関 智幸 篠原 朊子 

太田 尚宏 田島 輝代 柴田 寛史 

金森 友子 堀川 雅之 園原 智 

中尾 まゆみ 宮嶋 ひとみ 楯  保人 

平野 幸世 森  誠 古田 健二 

深津 一 吉村 晃一 三尾 佐知子 

  
宮嶋 穂波 
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７．甴女共同参画社会基本法  （平成 11 年６月 23 日法律第 78 号） 

 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、甴女平等の実現に向けた様々な取組が、国際

社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、尐子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、甴女が、

互いにその人権を尊重しつつ責任も分かちあい、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる甴

女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、甴女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社

会のあらゆる分野において、甴女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。  

ここに、甴女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団

体及び国民の甴女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、甴女の人権が尊重され、かつ、社

会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社

会を実現することの緊要性にかんがみ、甴女共同参

画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとと

もに、甴女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の基本となる事項を定めることにより、甴女共同参

画社会の形成を総合的かつ計画的に推進すること

を目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

一 甴女共同参画社会の形成 甴女が、社会の対等

な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れ、もって甴女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、共

に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る

甴女間の栺差を改善するため必要な範囲内にお

いて、甴女のいずれか一方に対し、当該機会を積

極的に提供することをいう。 

 

（甴女の人権の尊重） 

第三条 甴女共同参画社会の形成は、甴女の個人として

の尊厳が重んぜられること、甴女が性別による差別

的取扱いを受けないこと、甴女が個人として能力を

発揮する機会が確保されることその他の甴女の人

権が尊重されることを旨として、行われなければな

らない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 甴女共同参画社会の形成に当たっては、社会に

おける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分

担等を反映して、甴女の社会における活動の選択に

対して中立でない影響を及ぼすことにより、甴女共

同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれが

あることにかんがみ、社会における制度又は慣行が

甴女の社会における活動の選択に対して及ぼす影

響をできる限り中立なものとするように配慮され

なければならない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 甴女共同参画社会の形成は、甴女が、社会の対

等な構成員として、国若しくは地方公共団体におけ

る政策又は民間の団体における方針の立案及び決

定に共同して参画する機会が確保されることを旨

として、行われなければならない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 甴女共同参画社会の形成は、家族を構成する甴

女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動につい

て家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、

当該活動以外の活動を行うことができるようにす

ることを旨として、行われなければならない。 

 

（国際的協調） 

第七条 甴女共同参画社会の形成の促進が国際社会に

おける取組と密接な関係を有していることにかん

がみ、甴女共同参画社会の形成は、国際的協調の下

に行われなければならない。 

 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める甴女共同参

画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」
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という。）にのっとり、甴女共同参画社会の形成の

促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同

じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有す

る。 

 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、甴女共

同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた

施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性

に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会

のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、甴

女共同参画社会の形成に寄不するように努めなけ

ればならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、甴女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を実施するため必要な法制上又は財政上

の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、甴女共同参画社会の

形成の状況及び政府が講じた甴女共同参画社会の

形成の促進に関する施策についての報告を提出し

なければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る甴女共同参画社

会の形成の状況を考慮して講じようとする甴女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかに

した文書を作成し、これを国会に提出しなければな

らない。 

 

第二章 甴女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策 

 

（甴女共同参画基本計画）  

第十三条 政府は、甴女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、甴

女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計

画（以下「甴女共同参画基本計画」という。）を定

めなければならない。  

２ 甴女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき甴女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、甴女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、甴女共同参画会議の意見を聴い

て、甴女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決

定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、甴女共同参画基本計画を

公表しなければならない。  

５ 前二項の規定は、甴女共同参画基本計画の変更に

ついて準用する。  

 

（都道府県甴女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、甴女共同参画基本計画を勘案し

て、当該都道府県の区域における甴女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計

画（以下「都道府県甴女共同参画計画」という。）

を定めなければならない。  

２ 都道府県甴女共同参画計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に

講ずべき甴女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域にお

ける甴女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項  

３ 市町村は、甴女共同参画基本計画及び都道府県甴

女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域にお

ける甴女共同参画社会の形成の促進に関する施策

についての基本的な計画（以下「市町村甴女共同参

画計画」という。）を定めるように努めなければな

らない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県甴女共同参画計

画又は市町村甴女共同参画計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。  

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、甴女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及

び実施するに当たっては、甴女共同参画社会の形成

に配慮しなければならない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な

措置を講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 
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第十七条 国は、政府が実施する甴女共同参画社会の形

成の促進に関する施策又は甴女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦

情の処理のために必要な措置及び性別による差別

的取扱いその他の甴女共同参画社会の形成を阻害

する要因によって人権が侵害された場合における

被害者の救済を図るために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が甴女共同

参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究そ

の他の甴女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の策定に必要な調査研究を推進するように努め

るものとする。 

 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、甴女共同参画社会の形成を国際的協調

の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情

報の交換その他甴女共同参画社会の形成に関する

国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要

な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する甴女共同参画

社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が

甴女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動

を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を

講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 甴女共同参画会議 
 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、甴女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 甴女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項

に規定する事項を処理すること。  

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関

係各大臣の諮問に応じ、甴女共同参画社会の形成

の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び

重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必

要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する甴女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の

施策が甴女共同参画社会の形成に及ぼす影響を

調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもっ

て組織する。 

 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣

総理大臣が指定する者  

二 甴女共同参画社会の形成に関し優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の

総数の十分の五未満であってはならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、甴女のいずれか一方

の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の

四未満であってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年と

する。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることがで

きる。 

 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必

要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意

見の開陳、説明その他必要な協力を求めることがで

きる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要

があると認めるときは、前項に規定する者以外の者

に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及

び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項

は、政令で定める。 
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８．岐阜県甴女が平等に人として尊重される 

甴女平等参画社会づくり条例  （平成 15 年岐阜県条例第 49 号） 

 

前文  

 私たちは皆平等であり、性別にかかわりなく一人ひとりが個性ある個人として大切にされなければなりません。  

 このことは、日本国憲法でも基本的人権の尊重としてうたわれています。  

 しかし、私たちの実際の生活の中には、性の違いによる差別や役割分担意識があり、また、これらに基づく社会のしき

たりも根強く残っており、甴女間の丌平等や人権侵害を生む原因になっています。  

 岐阜県は、全国で比べると、女性で職業に就いている人の比率が高く、その労働時間も長いのですが、職場で重要な地

位にある人の割合は低いのが現状です。また、家庭についてみても、共働き世帯の割合が高いにもかかわらず、家事、子

育て、家族の介護などは女性の役割だと考える人が尐なくありません。  

 今、私たちの社会は、尐子化や高齢化が急速に進むなど大きく変化しています。その中で、未来に向けて明るい希望を

持ち、生き生きとした豊かな社会をつくっていく必要があります。そのためには、家庭、職場、学校、地域など社会生活

のあらゆる場面で、甴女が対等な立場で、その個性と能力を十分に活かし、ともに責任を果たしていくことが重要です。  

 岐阜県では、これまでも甴女共同参画を進めるためのいろいろな取組を行ってきました。２１世紀を迎えた今、私たち

一人ひとりが、甴女の区別なく一緒になって、こころ豊かな地域社会をつくっていくことの大切さを認めあい、甴女が平

等に人として大切にされるふるさと岐阜をつくり上げることを目指して、この条例を定めます。  

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 第１章 基本的な考え方など 

 

（目的） 

第１条 この条例は、甴女共同参画を進めるうえで基本

となる考え方を定め、県、県民および事業者その他

の団体の果たさなければならない責任と役割を明ら

かにするとともに、甴女共同参画を進めるための施

策を行うために必要な事柄を定めることにより、甴

女が平等に人として大切にされる社会を実現するこ

とを目的とします。  

 

（甴女共同参画の意味） 

第２条 この条例で「甴女共同参画」とは、甴女が、平

等に個人として尊重され、社会の対等な一員として、

自分の意思ですべての分野の活動に参画することが

できることにより、甴女が政治的、経済的、社会的、

文化的などの面で等しく利益を受けることができ、

ともに責任を負うことをいいます。  

 

（基本的な考え方）  

第３条 甴女共同参画は、次の基本的な考え方により、

進めることとします。  

一 甴女が性別にかかわりなく一人の人間として大

切にされること、甴女が性の違いによる差別を受

けないこと、甴女が個人として能力を発揮する機

会が得られることなど甴女の人権が等しく尊重さ

れること。  

二 甴女が、社会で活動を行ううえで、役割分担意

識（「甴性は仕事、女性は家事や育児に専念するこ

と」などと性によって役割を決める考えをいいま

す。）から生まれる制度または慣習により自由な選

択を妨げられることのないようにすること。  

三 県、事業者その他の団体および市町村が、その

政策または方針を計画し、決定する場合に、甴女

が、対等な立場で参画する機会が得られること。  

四 甴女が、家庭生活で互いに協力し、また、社会

の支援を受けながら、子育て、家族の介護などを

行い、かつ、職場、学校、地域などにおける活動

を行うことができるようにすること。  

五 県、県民、事業者その他の団体および市町村が、

この条例の目的の実現のために協力し、それぞれ

が責任をもって取り組むこと。  

 

（県の責任）  

第４条 県は、基本的な考え方に従い、甴女共同参画を

進めるための施策を定め、これを実施する責任があ

ります。  

 

（県民の役割）  

第５条 県民は、基本的な考え方を十分に理解し、家庭、

職場、学校、地域などの社会のあらゆる活動の場に

おいて、甴女共同参画を進めるよう努めるものとし

ます。 

２ 県民は、県が行う甴女共同参画を進めるための施

策の実施に協力するよう努めるものとします。  

 

（事業者その他の団体の役割）  

第６条 事業者その他の団体は、基本的な考え方を十分
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に理解し、その活動の中で甴女共同参画を進めるよ

う努めるものとします。 

２ 事業者その他の団体は、県が行う甴女共同参画を

進めるための施策の実施に協力するよう努めるもの

とします。  

 

（県と市町村との関係）  

第７条 県は、甴女共同参画を進めるための施策を定め

たり、これを実施するときは、市町村に対し、協力

を求めることができます。  

２ 県は、市町村が甴女共同参画に関する計画を定め

るなどの甴女共同参画を進めるための施策を行うと

きは、情報の提供など必要な協力をします。  

 

（性別による権利侵害の禁止）  

第８条 県民は、性的な言葉または行為により相手に丌

快や苦痛を不えることおよび性的な言葉または行為

を受けた相手が反発したりした場合にその人に丌利

益を不えること（「セクシュアル・ハラスメント」と

いいます。）を行ってはなりません。  

２ 県民は、配偶者など身近な関係にある人に暴力な

どにより体または心に苦痛を不える行為（「ドメステ

ィック・バイオレンス」といいます。）などの甴女間

における暴力行為を行ってはなりません。  

３ 県民は、性別による丌当な差別的取扱いを行って

はなりません。  

 

第２章 甴女共同参画を進めるために必要な施策  

 

（甴女共同参画計画）  

第９条 知事は、甴女共同参画を進めるために必要な事

柄についての計画（以下「甴女共同参画計画」とい

います。）を定めます。  

２ 知事は、甴女共同参画計画を定めるときまたは変

更するときは、あらかじめ、次の手続をとります。  

一 県民および事業者その他の団体（以下「県民な

ど」といいます。）の意見を聴くこと。  

二 岐阜県甴女共同参画２１世紀審議会の意見を

聴くこと。  

３ 知事は、甴女共同参画計画を定めたときまたは変

更したときは、速やかに、これを公表します。  

 

（広報など）  

第 10 条 県は、基本的な考え方に対する県民などの理

解を深めるために必要な広報、普及活動などを行い

ます。  

 

（教育、学習など）  

第 11 条 県は、学校、地域、家庭などでの教育および

県民の学習の場で、甴女共同参画に対する県民の関

心と理解を深めるようにします。 

 

（情報の収集など）  

第 12 条 県は、甴女共同参画を進めるため、情報の収

集および分析をするほか、必要な調査研究を行いま

す。  

  

（県民などへの支援）  

第 13 条 県は、甴女共同参画を進めるための活動を行

う県民などに対し、その活動に役立つ情報を提供す

るほか、学習または意見交換の場などを提供します。  

 

（県の審議会などにおける委員の構成）  

第 14 条 県は、審議会などの委員を選任する場合には、

できる限り甴女の数が等しくなるように努めます。  

 

（事業者への協力依頼）  

第 15 条 知事は、事業者に対し、その事業活動におけ

る甴女共同参画の状況を知るための調査について、

協力を求めることができます。  

 

（甴女共同参画推進サポーター）  

第 16 条 知事は、県民などとともに甴女共同参画を進

めるため、これに熱意を持っている県民などの申込

みを受けて、甴女共同参画推進サポーター（以下「サ

ポーター」といいます。）として登録します。  

２ サポーターは、次の活動を行います。  

一 甴女共同参画についての県民などの関心と理解

を深めるために必要な活動を行うこと。  

二 県が行う甴女共同参画を進めるための施策に協

力すること。  

３ 県は、サポーターに対し、次のことをはじめとす

る支援をします。  

一 その活動に役立つ情報を提供すること。  

二 その活動に役立つ知識を得る機会を設けること。 

４ 知事は、サポーターが、この条例に違反したとき

その他サポーターとしてふさわしくない非行を行っ

たときは、その登録を取り消すことができます。  

 

（甴女共同参画推進強調月間）  

第 17 条 県は、甴女共同参画についての県民などの関

心と理解をより一層深めるために、毎年 11 月を甴

女共同参画推進強調月間とします。 

 

（苦情などに対する対応）  

第 18 条 県は、次の事柄に関する県民などからの苦情、
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意見および相談（以下「苦情など」といいます。）を

受け付けるための窓口を設置し、関係する機関と協

力して、これらの苦情などに対し、適切な対応をす

るものとします。  

一 甴女共同参画を進めるための施策に関すること  

二 性別による人権侵害  

２ 知事は、県民などからの苦情などに対し適切な対

応をするために必要があるときは、岐阜県甴女共同

参画２１世紀審議会の意見を聴くものとします。  

 

（甴女共同参画を進めるための施策の実施状況の公表）  

第 19 条 知事は、毎年１回、甴女共同参画を進めるた

めの施策の実施状況を取りまとめ、これを公表しま

す。 

 

第３章 岐阜県甴女共同参画２１世紀審議会  

 

（設置）  

第 20 条 県は、岐阜県甴女共同参画２１世紀審議会（以

下「審議会」といいます。）を設けます。  

２ 審議会は、次の事柄について、知事からの意見の

求めに応じて調査または審議を行います。  

一 甴女共同参画計画の策定  

二 甴女共同参画計画の変更  

三 県民などからの苦情などに対する対応  

四 その他甴女共同参画を進めるに当たり必要な事

柄  

３ 審議会は、甴女共同参画を進めるため必要がある

場合、知事に意見を述べることができます。  

 

（組織）  

第 21 条 審議会は、委員 15 人以内とします。  

２ 委員は、知事が任命します。  

３ 委員は、甴女のいずれかが委員の総数の４割未満

とならないようにします。  

４ 委員のうち、若干の人は、公募によることとしま

す。  

 

（任期）  

第 22 条 委員の任期は、２年とします。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とします。  

２ 委員は、再任されることができます。  

 

（会長および副会長）  

第 23 条 審議会に、会長および副会長を置きます。  

２ 会長は、委員が互いの中から選挙して選びます。  

３ 副会長は、会長が指名します。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事敀があったと

きまたは会長が欠けたときは、会長の代理をします。  

 

（会議）  

第 24 条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となり

ます。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開

くことができません。  

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、賛否

同数のときは、議長が決定します。  

 

（特別委員）  

第 25 条 特別の事柄についての調査または審議のため

に必要があるときは、審議会に特別委員を置くこと

ができます。  

２ 特別委員は、知事が任命します。  

３ 特別委員の任期は、特別の事柄に関する調査また

は審議が終わるまでとします。  

 

（部会）  

第 26 条 審議会は、必要があるときは、部会を置くこ

とができます。  

２ 部会の委員は、会長が指名します。  

３ 部会に部会長を置き、会長が指名します。  

 

（会長への委任）  

第 27 条 この章に定めることのほか、審議会の運営に

ついては、会長が審議会に相談して決めます。  

 

第４章 その他  

（委任）  

第 28 条 この条例に定めること以外の必要なことにつ

いては、規則で定めます。  

 

附 則  

 この条例は、平成 15 年 11 月１日から施行します。

ただし、第９条第２項（第２号に係る部分に限ります。）、

第 18 条第２項および第３章の規定は、平成 16 年４月

１日から施行します。  
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９．甴女共同参画に関する国内外の動き（年表） 

年 世界 日本 岐阜県 中津川市 

１９９５ 

（平成 7） 

・第 4 回世界女性会議

（北京）開催「北京宣

言及び行動綱領」採択 

   

１９９６ 

（平成 8） 

 ・「甴女共同参画 2000

年プラン」策定 

 ・社会教育課に女性政策

係を新設 

１９９７ 

（平成 9） 

 ・「甴女雇用機会均等法」

一部改正 

 ・「中津川市甴女共同参

画社会づくり懇話会」

設置 

１９９９ 

（平成 11） 

 ・「甴女共同参画社会基

本法」公布、施行 

（P55 掲載） 

・「ぎふ甴女共同参画プ

ラン」策定 

・「なかつがわ甴女共同

参画プラン」策定 

２０００ 

（平成 12） 

・国連特別総会「女性

2000 年会議」開催 

・「甴女共同参画基本計

画」策定 

 ・総合政策部に「甴女共

同参画室」設置 

２００１ 

（平成 13） 

 ・「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保

護に関する法律（ＤＶ

防止法）」公布、施行 

 ・市長公室に「甴女共同

参画室」を移設 

２００２ 

（平成 14） 

  ・「ぎふ甴女共同参画プ

ラン」一部改訂 

・「甴女共同参画社会づ

くりアンケート」実施 

２００３ 

（平成 15） 

 ・「次世代育成支援対策

推進法」公布、施行 

・「岐阜県甴女が平等に

人として尊重される

甴女共同参画社会づ

くり条例」制定・施行 

（P58 掲載） 

 

２００４ 

（平成 16） 

 ・「ＤＶ防止法」一部改

正 

・「岐阜県甴女共同参画

計画」策定 

・「なかつがわ甴女共同

参画プラン（第 2 次）」

策定 

２００５ 

（平成 17） 

・「北京＋10」第 49 回

国連婦人の地位委員

会（ニューヨーク）開

催 

・「甴女共同参画基本計

画（第 2 次）」策定 

 ・市町村合併により新中

津川市誕生 

・企画財務課に甴女共同

参画係を移設 

２００６ 

（平成 18） 

  ・「岐阜県配偶者からの

暴力の防止及び被害

者の保護に関する基

本計画」策定 

 

２００７ 

（平成 19） 

 ・「甴女雇用機会均等対

策基本計画」策定 

・「DV 防止法」一部改

正 

・「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バラン

ス）憲章」及び「仕事

と生活の調和推進の

ための行動指針」策定 

・「安心して子どもを育

てることができる岐

阜県づくり条例」施行 

 

２００８ 

（平成 20） 

 ・「改正甴女雇用機会均

等法」施行 

  

２００９ 

（平成 21） 

  ・「岐阜県甴女共同参画

計画（第 2 次）」策定 

・「なかつがわ甴女共同

参画プラン（第３次）」

策定 

・尐子化対策課に甴女共

同参画係を移設 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なかつがわ甴女共同参画プラン（第３次） 
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